
簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告 

 

次のとおり技術提案書の提出を招請します。 

 

平成 22 年 4 月 20 日 

（契約責任者）株式会社高速道路総合技術研究所 

代表取締役社長 濃 添 元 宏 

 

記 

 

1．業務概要 

 (1)業務名 

   平成 22 年度 路面性状の評価分析に関する検討 

 (2)業務箇所 

   東京都町田市忠生 1－4－1 

    株式会社高速道路総合技術研究所 

 (3)業務内容 

   本業務は、走行快適性にかかわる要因を縦断プロファイル及び路面の損傷形状等により集

計・分類・比較・評価するものである。また、路面性状測定結果を集計するものである。 

 (4)履行期間 

   契約締結の日の翌日から平成 23 年 1 月 20 日まで 

 

2．競争参加資格 

 本業務の競争に参加するためには、契約責任者が本業務に係る競争参加資格確認を行った結果、

資格を有すると認められた者とする。ただし、下記(1)に該当する参加者は競争参加不適格者とみ

なす。 

 (1)競争参加不適格者 

1 特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で

復権を得ない者。 

2 次の各号の一に該当すると認められる者については、その事実があった後 2 年間競争へ

の参加を認めない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても

同様とする。 

一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料等の品質若しくは数量に関し

て不正の行為をした者  

二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るた

め連合した者 

三 落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げた者 

四 監督又は検査の実施に当たり社員の職務の執行を妨げた者 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

六 会社に提出した書類に虚偽の記載をした者 

七 その他会社に著しい損害を与えた者 

八 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、

代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

3 前項の規定に該当する者を入札又は見積りの代理人として使用する者について、競争へ

の参加を認めない。 

4 次の各号の一に該当すると認められる者については、競争への参加を認めない。 

一 経営状態が著しく不健全であると認められる者 



二 市場競争を実質的に制限する行為があると認められる者 

(2)「中日本高速道路株式会社 平成 21・22 年度調査等競争参加資格審査」において、「維持

修繕調査」に認定されていること。 

(3)会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更正手続開始の申立てがなされている者、

又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている

者でないこと。 

(4)参加表明書の提出期限最終日から落札者決定の日までの期間に、中日本高速道路株式会社

の資格登録停止措置、「地域 2」で競争参加資格停止を受けていないこと。 

(5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、公共

建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

(6)企業に必要とされる同種又は類似業務の実績 

当該業務に参加を希望する企業は、平成 17 年度以降に完了した下記に示す同種又は類似

業務の実績を 1件以上有さなければならない。 

同種業務：高速自動車国道又は自動車専用道路の路面プロファイルについて、パワースペ

クトル密度（PSD）を用いて分析・評価した業務の実績。 

類似業務：道路の路面プロファイルについて、分析・評価した業務の実績。 

(7)配置予定管理技術者に対する要件 

   ①技術者資格 

    以下の技術者資格を有する者とする。なお、外国資格を有する技術者（我が国及び WTO

政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技

術者に限る。）については、あらかじめ技術士相当又は RCCM 相当との国土交通大臣認定（総

合政策局建設振興課）を受けている必要がある。 

なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を提出

することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出しな

ければならない。 

管理技術者 

下記(ⅰ)～(ⅲ)のいずれかの資格保有者であり、日本語に堪能（日本語通訳が確保で

きれば可）でなければならない。 

(ⅰ)技術士［総合技術監理部門（建設－道路）］ 

(ⅱ)技術士［建設部門（道路）］ 

 ただし、平成 13 年度以降の試験合格者の場合には、技術的業務の実務経験を 7 年

以上保有し、かつ建設部門に該当する業務に 4年以上従事している者。 

(ⅲ)RCCM［道路] 

   ②管理技術者に必要とされる同種又は類似業務の実績 

管理技術者は、平成 12 年度以降に完了した下記に示す同種又は類似業務の実績を 1件

以上有さなければならない。 

同種業務：高速自動車国道又は自動車専用道路の路面プロファイルについて、パワー

スペクトル密度（PSD）を用いて分析・評価した業務の実績。 

類似業務：道路の路面プロファイルについて、分析・評価した業務の実績。 

③手持ち業務量 

平成 22 年 4 月 20 日現在の手持ち業務量（特定後未契約のものを含む） 

管理技術者：契約金額が 500 万円以上の業務の契約金額の合計が 4 億円未満かつ件数

が 10 件未満である者。（管理技術者又は担当技術者として実施している

全てを記載する。） 

 

3.入札手続等 

 (1)担当部署 



  株式会社高速道路総合技術研究所 総務経理部 総務課 長濵 誠 

    （住  所）〒194－8508 東京都町田市忠生 1－4－1 

    （電話番号）042－791－1699 

 (2)契約図書の配布期間、場所及び方法 

①配布期間：入札公告の日から平成22年5月24日（月）まで。 

②配布場所：上記(1)に同じ。 

③配布方法：無償で直接配布する。 

 (3)入札公告等に関する質問の受付期間、場所及び方法 

  質問は書面（A4判たて、様式自由）により、持参又は郵送（書留郵便に限る。）により受付

けるものとし、電送・電話による受付は行わない。 

①受付期間：入札公告の日から平成22年7月13日（火）まで。 

②提出場所：上記(1)に同じ。 

③回答方法：書面を受理してから7日間（休日を含む）以内に回答文書を閲覧に供する。 

(4)参加表明書の提出期間、場所及び方法 

  本業務に参加を希望する企業は、下記に示す事項に留意し参加表明書を作成し提出すること。 

①提出期間：入札公告の日から平成 22 年 5 月 24 日（月）まで。 

②提出場所：上記(1)に同じ。 

③提出方法：提出部数は 2部とし、郵送（書留郵便に限る。）すること。 

④参加表明書の作成及び記載上の留意事項 

    参加表明書の様式は、参加表明書様式 1～5 に示すとおりとし、A4 判とする。また、文

字サイズは 10 ポイント以上とする。 

    1)企業の業務実績（参加表明書様式-2） 

      平成 17 年度以降に完了した業務で、企業が過去に請負った主な業務について記載す

る。なお、記載する業務は、記 2(6)企業に必要とされる同種又は類似業務とし、同種

業務を優先に 3件まで記載するものとする。 

    2)業務実施体制（参加表明書様式-3） 

      他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を下請負、委任又は学識経験者等の技

術協力を受けて業務を実施する場合は、下請負先、委任先、協力先、その理由（企業

の技術的特徴等）を記載するものとする。 

      ただし、業務の主たる部分を下請負又は委任してはならない。なお、「主たる部分」

とは共通仕様書 1-18-1 に示す部分をいう。 

    3)配置予定管理技術者の経歴等（参加表明書様式-4） 

      配置予定管理技術者の経歴等を記載する。なお、手持ち業務は、平成 22 年 4 月 20

日現在、国内外を問わず全てのものを記載する。また、プロポーザル方式による本業

務以外の業務で配置予定技術者として特定された未契約業務がある場合は、手持ち業

務の記載対象とし、業務名の後に「特定済」と明記するものとする。 

    4)配置予定管理技術者の業務実績（参加表明書様式-5） 

      平成 12 年度以降に完了した業務で、配置予定管理技術者が過去に従事した主な業務

について、1 件あたり 1 枚に記載する。なお、記載する業務は記 2(7)②に必要とされ

る同種又は類似業務とし、同種業務を優先に 3 件まで記載するものとする。また、参

加表明書の提出者以外が契約した業務実績を記載する場合は、当該業務を契約した企

業名等を記載すること。 

  ⑤契約書類の写し 

    参加表明書様式-2及び 5の同種又は類似業務の実績として記載した業務内容を把握でき

る契約書類の写しを提出すること。ただし、当該業務を財団法人日本建設情報総合センタ

ーの「測量調査設計業務実績情報サービス（TECRIS）」に登録している場合は、業務カル

テ（TECRIS）の写しを提出すること。なお、契約書類の写し、TECRIS 等で業務内容が確認



出来ない場合は、別途確認できる資料を提出すること。 

   ⑥配置予定管理技術者の資格の写し 

    参加表明書様式-4 に記 2(7)①で求めている技術者資格保有が把握できる資格等の写し

を提出すること。 

 (5)技術提案書の提出者の選定者数 

  技術提案書の提出者は 3 者を選定する。ただし、同評価の提出者が 3 者を越えて存在する場

合にはこの限りではない。なお、技術提案書の提出者として選定した者には、選定通知書を

もって通知する。また、選定するための基準は記 4 の技術提案書の提出者に要求される資格

及び技術提案書の提出者を選定するための基準によるものとする。 

 (6)技術提案書の提出期間、場所及び方法 

  技術提案書の提出者として選定された企業は、下記に示す事項に留意し技術提案書を作成し

提出すること。 

①提出期間：平成 22 年 6 月 14 日（月）まで。 

②提出場所：上記(1)に同じ。 

③提出方法：提出部数は 2部とし、郵送（書留郵便に限る。）すること。 

④技術提案書の作成及び記載上の留意事項 

    技術提案書の様式は、技術提案書様式 1～3 に示すとおりとし、A4 判とする。また、文

字サイズは 10 ポイント以上とする。 

なお、技術提案書は当該業務における具体的な取組方法について提案を求めるものであ

り、成果の一部の提出を求めるものではない。本公告において記載された事項以外の内容

を含む技術提案書については、提案を無効とする場合があるので注意すること。 

    1)業務への取組姿勢等（技術提案書様式-2） 

      業務への取組姿勢等を問うために、以下のテーマについて記載する。なお、取組姿

勢等については、ヒアリングを実施して評価する。 

     【あなたが考える任意の舗装路面の縦断プロファイルからパワースペクトル密度（PSD）

と周波数の関係を図示し、路面の一般的に考えられる特徴を述べなさい。】 

    2)その他（技術提案書様式-3） 

      特記仕様書（案）などに示される業務内容に対する代替案があれば記載する。 

    3)参考見積（金抜設計書に基づく） 

      本業務に係る参考見積を金抜設計書に基づき、総額と見積内訳を提出すること。ま

た、参考見積は、積算の際の参考及び技術提案書を特定するための評価項目として用

いる。 

      なお、本業務の参考業務規模は 15 百万円程度を想定している。 

＊上記各期間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後4時までとする。 

＊提出期間後の追加及び差替は認めないため、提出の際は不足・齟齬がないよう十分確認の上、

提出すること。 

 (7)技術提案書に関するヒアリング 

   ①実施期間：平成 22 年 6 月 15 日（火）から平成 22 年 6 月 21 日（月）までのうち、当社

が指定する 1日。 

   ②実施日時：ヒアリングの詳細日時は協議の上、決定する。 

   ③実施場所：株式会社高速道路総合技術研究所 会議室 

   ④出 席 者：配置予定管理技術者 

   ⑤ヒアリングでは技術提案書に記載された以下の事項について質疑応答を行う。 

    1)配置予定管理技術者の経歴について 

    2)配置予定管理技術者の業務実績について 

    3)業務への取組姿勢等（出題テーマへの理解度、業務への取組姿勢）について 

   ⑥配置予定管理技術者が出席できず、ヒアリングを行わなかった場合に、技術提案書に記



載された内容が確認できなかった事項は評価しない。 

   ⑦ヒアリング時の追加資料は受理しない。説明時に提出済みの資料以外のものを持ち込ん

で説明することは認めない。 

 (8)技術提案書の特定 

  技術提案書及びヒアリングに基づき、特定された者に対しては、特定通知書をもって通知す

る。なお、特定するための基準は記 5 の技術提案書を特定するための評価基準によるものと

する。 

 

4.技術提案書の提出者に要求される資格及び技術提案書の提出者を選定するための基準 

 (1)技術提案書の提出者に要求される資格 

  記 2 に同じ。 

 (2)技術提案書の提出者を選定するための基準 

  技術提案書の提出者を選定するための基準は、以下のとおりである。 

評価の着眼点 
評価項目 

 判断基準 
評価のｳｪｰﾄ

企業の業務

実績 

平成 17 年度以降に完了した同

種又は類似業務の業務実績 

下記の順位で評価する。 

① 同種業務の実績が 2件以上ある。 

② 同種業務の実績が 1件ある。 

③ 類似業務の実績が 2件以上ある。 

④ 類似業務の実績が 1件ある。 

なお、実績がない場合は選定しない。 

 

20 

15 

10 

 5 

― 

業務実施体

制 
業務実施体制の妥当性 

業務実施体制において、下請負若しくは委任の内容が主たる部

分若しくは秘密保持に係る部分である場合には特定しない。な

お、「主たる部分」とは共通仕様書 1-18-1 に示される部分をい

う。 

― 

技術者資格、その専門分野の内

容 

下記の順位で評価する。 

① 技術士[総合技術監理部門（建設-道路）]又は、技術士[建

設部門（道路）]を有する者。 

 （平成 13 年度以降の試験合格者の場合には、技術的業務の

実務経験を 7 年以上有し、かつ建設部門に該当する業務に 4

年以上従事している者。） 

② RCCM[道路]を有する者。 

なお、上記以外の場合は選定しない。 

 

15 

 

 

 

 

7.5 

― 

平成 12 年度以降に完了した同

種又は類似業務の業務実績 

下記の順位で評価する。 

① 同種業務の実績が 2件以上ある。 

② 同種業務の実績が 1件ある。 

③ 類似業務の実績が 2件以上ある。 

④ 類似業務の実績が 1件ある。 

なお、実績がない場合は選定しない。 
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手持ち業務金額及び件数（特定

後未契約のものを含む） 

契約金額が 500万円以上の業務の契約金額の合計が 4億円を越

える又は件数が 10 件以上の場合は選定しない。 
― 

 

 

 

5.技術提案書を特定するための評価基準 

 技術提案書を特定するための評価基準は、下記のとおりである。 



評価項目 評価の着眼点 判断基準 評価のｳｪｰﾄ

業務に関連する技術力 

基礎知識（パワースペクトル密度（PSD）等を用い

た路面プロファイル分析に関すること等）の理解

度 

15～0 

業務の内容に対する説明力 コミュニケーション力（的確・説明力等） 10～0 

業 務 へ の

取 組 姿 勢

等（配置予

定 管 理 技

術者） 業務への取組姿勢 本業務の理解度・取組姿勢 10～0 

参考見積 
提案内容と見積内容の整合性 提示した業務規模と大きくかけ離れている場合は

特定しない。 
― 

 

6.（非）選定理由及び（非）特定理由に関する事項 

 (1)（非）選定理由について 

   ①参加表明書を提出した者のうち、技術提案書の提出者としての選定結果については、書

面をもって平成 22 年 6 月 1 日（火）に通知する。 
   ②上記①のうち非選定通知書を受けた者は、通知書に記載された日から起算して 5 日以内

（休日を含まない。）に、書面（様式は自由）により、代表取締役社長に対して非選定理

由について説明を求めることができる。 

   ③上記②の回答は、説明を求めることができる最終日から起算して 5日以内（休日を含む。）

に書面で行う。 

   ④非選定理由の説明請求書の受付場所及び方法 

    1)受付場所：記 3(1)に同じ。 

    2)受付方法：質問は書面（A4 判たて、様式自由）により、持参又は郵送（書留郵便に限

る。）により、毎日午前 10 時から午後 4時まで（土日・祝日を除く）受付

けるものとし、電送・電話による受付は行わない。 

 (2)（非）特定理由について 

   ①技術提案書を提出した者のうち、特定者としての特定結果については、書面をもって通

知する。 

   ②上記①のうち非特定通知書を受けた者は、通知書に記載された日から起算して 5 日以内

（休日を含まない。）に、書面（様式は自由）により、代表取締役社長に対して非特定

理由について説明を求めることができる。 

   ③上記②の回答は、説明を求めることができる最終日から起算して 5日以内（休日を含む。）

に書面で行う。 

   ④非特定理由の説明請求書の受付場所及び方法 

    1)受付場所：記 3(1)に同じ。 

    2)受付方法：質問は書面（A4 判たて、様式自由）により、持参又は郵送（書留郵便に限

る。）により、毎日午前 10 時から午後 4時まで（土日・祝日を除く）受付

けるものとし、電送・電話による受付は行わない。 

   ⑤苦情申立てに関する事項 

    上記(2)③の回答に不服がある場合は、同回答を受取った日から 7日以内（休日を含まな

い。）に、書面により、代表取締役社長に対して苦情を申し立てることができる。 

 

7.その他 

(1)手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

(2)契約保証 必要 

(3)支払条件 前金払・部分払ともに無 

(4)契約書作成の要否 要 

(5)関連情報を入手するための照会窓口は、記 3(1)に同じ。 



(6)記 2(2)に掲げる調査等競争参加資格審査の認定を受けていない者も記 3(4)により参加表

明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合、技

術提案書の提出時までに当該資格の認定を受けていなければならない。 

(7)参加表明書及び技術提案書の作成、提出及びヒアリング等の手続に要する費用は、提出者

の負担とする。 

(8)参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合には、その提出者を無効とする。 

(9)記 2(6)の同種又は類似業務の経験については、我が国及び WTO 政府調達協定締約国その他

建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設

コンサルタント等にあっては、我が国における同種又は類似業務の経験をもって判断する

ものとする。 

(10)外国における技術者資格をもって申請する場合には、別途、国土交通省総合政策局建設

振興課における建設コンサルタント業務に関する国土交通大臣認定を受けた者のみを認

めるものとする。なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参

加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の

写しを提出するものとし、当該評者が選定を受けるためには選定通知日までに大臣認定を

受け、認定書の写しを提出しなければならない。 

(11)提出された参加表明書及び技術提案書は返却しない。また、提出された技術提案書は提

出者に無断で使用しない。なお、特定された技術提案書を公開する場合には、事前に提出

者の同意を得るものとする。 

(12)受領期限以降における参加表明書及び技術提案書の差替え及び再提出は認めない。また、

参加表明書に記載された配置予定技術者は、原則として変更できない。ただし、病気、死

亡、退職等やむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発

注者の了解を得なければならない。 

(13)技術提案書の特定後に、技術内容を適切に反映した特記仕様書の作成のために、業務の

具体的な実施方法について提案を求めることがある。 

 

以  上 


